	当協会では正会員として入会された方へ会員バッジを貸与しております。
ご希望の方は以下の使用規則に同意の上、申請（郵送）してください。
（※重複入会の方は正会員所属先協会へお問い合わせください。）
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　　会員中小企業診断士バッジ 貸与申請書
年　　　月　　日
一般社団法人　神奈川県中小企業診断協会　宛

下記、使用規則に同意します。また、第5条2項の通り返還しない場合、実費を弁済し、当該会員中小企業診断士バッジを使用しないことを誓います。

診断士登録番号　　　　　　　　　　　　　　
氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　

　※事務局使用欄
	受付月日：　　　　年　 　月　　　日

	貸出月日：　　　　年　 　月　　　日

	貸与バッジno.：   14-

	返却月日：　　　　年　 　月　　　日







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



会員中小企業診断士バッジ使用規則　※平成28年10月22日初版


	
(目的)
第1条　この規則は、一般社団法人神奈川県中小企業診断協会（以下「当協会」という）の会員中小企業診断士バッジ（以下「バッジ」という）の貸与及び着用等について定めることを目的とする。
(貸与)
第2条　当協会は、当協会会員（正会員及び診断士登録申請中の準会員及び理事、監事、執行役員、相談役）に対して、バッジを無償貸与する。バッジの貸与を受けた会員（以下「被貸与者という」）は、バッジを適切に管理しなければならない。
(着用)
第3条　被貸与者は、原則として当協会の会員として活動する際は、上衣左上部などの見やすいところにバッジを着用するものとする。
(再貸与)
第4条　被貸与者は、次の各号に該当する場合には、速やかに当協会事務局へ申し出て、バッジの再貸与を受けなければならない。その際は当協会が別に定める実費を申し受ける。
(1)毀損または紛失したとき
(2)磨滅したとき
	
(返還)
第5条　被貸与者は、次の各号に該当する場合には、すみやかにバッジを当協会に返還しなければならない。ただし、貸与に伴って当協会へ支払った金品は返還しない。
(1)当協会を退会したとき
(2)中小企業診断士の登録を消除されたとき
(3)他都道府県協会に移籍する時
2　第5条1項に掲げる各号に該当する場合において、被貸与者が返還しない場合、被貸与者は当協会が別に定める実費を弁済し、別に定める所定の誓約書を理事会に提出しなければならない。
(再貸与の禁止)
第6条　被貸与者は、他人にバッジを貸与、もしくは譲渡してはならない。
(改廃)
第7条　この規則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
(その他)
第8条　この規則に定めるもののほか必要な事項は理事会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月22日より適用する。
第5条2項　平成31年5月19日改定
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